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◆改善事例  サントリーフーズ株式会社に対する申入れ       

 
事業者名：サントリーフーズ株式会社 
事業内容：ウォーターサーバー，天然水の配送事業 
申入対象：所有権放棄条項，中途解約手数料条項，違約金条項 
対象条文：消契法９条１号、１０条 
申入開始日：２０２２（令和４）年１１月２２日 
申入終了日：２０２３（令和５）年３月２２日 
 
 Ｃネット東海の主な申入れ内容 回答（結果） 

１ ・所有権放棄条項 

天然水および機材は瑕疵がある場合を除き返品

不可。瑕疵がある場合，当社負担にて，交換いた

します。なお，お客さまの事情により天然水をお

受け取りいただけない場合，当該定期配送に係わ

る天然水代に加え，返品手数料（配送単位１単位

につき１０００円（税込み１１００円）をお支払

いいただくとともに，当該定期配送に係わる天然

水の所有権を放棄したものとみなします。 

◆申入れ内容 

削除してください。 
◆申入れ理由 

 消費者契約法第１０条は，「法令中の公の秩序

に関しない規定の適用による場合に比して消費

者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する

消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に

規定する基本原則に反して消費者の利益を一方

的に害するものは、無効とする」と規定している。 

 上記規約は，売買契約が成立し天然水の所有権

が購入者にあるにもかかわらず，購入者の天然水

の所有権を放棄したものとみなすものであり，消

費者の権利を制限するものであり，かつ，信義則

に反して消費者の利益を一方的に害するという

べきであり，消費者契約法第１０条に違反して無

効である。 

以下の規定に改訂された。 
天然水および機材は瑕疵がある場合を

除き返品不可。瑕疵がある場合，当社負担

にて，交換いたします。なお，お客さまの

事情により天然水をお受け取りいただけ

ない場合，当該定期配送に係わる天然水代

に加え，返品手数料（配送単位１単位につ

き１０００円（税込み１１００円）をお支

払いいただきます。 

 

２ ・中途解約手数料条項 
①次回天然水配送予定日の７営業日前までにお

問い合わせ先までご連絡ください。なお，新たに

機材を配送先住所に設置した日が属する月から各

プランごとの契約期間経過前に本サービス利用契

使用期間に応じた中途解約手数料に変更

された。 
・２年プラン及びたっぷり２年プラン 
24,000 円－（経過月数×1000 円） 
・３年プラン 
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 Ｃネット東海の主な申入れ内容 回答（結果） 

約（以下「本契約」）を中途解約した場合，以下の

中途解約手数料が必要です。 
・２年プラン，たっぷり２年プラン：２００００

円（税込み２２０００円） 
・３年プラン：２３０００円（税込み２５３００

円） 
・５年プラン：２５０００円（税込み２７５００

円） 
◆申入れ内容 
 消費者契約法第９条第１号に適合するよう改め

て下さい。 
◆申入れ理由 
 消費者契約法第９条第１号は，「当該消費者契

約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約

金を定める条項であって、これらを合算した額

が、当該条項において設定された解除の事由、時

期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費

者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均

的な損害の額を超えるもの 当該超える部分」に

ついて，無効とする旨定めている。 

 上記規約は，解約する時期にかかわらず一律に

解約手数料が発生することになっているが，１回

の水の購入代金が４０５０円とされていること

からすると，少なくとも契約期間満了の４ヶ月前

の解約については，水の購入代金１万６２００円

を超える違約金が発生することになっており，平

均的な損害を超える定めがされていることは明

らかである。 

 そのため，本規約は消費者契約法第９条第１号

に違反し無効である。 

24,000 円－（経過月数×670 円） 
・５年プラン 
24,000 円－（経過月数×400 円） 
 

３ ・違約金条項 

貸与プランにおいて，本契約終了後，お客さま

が機材の返還に応じないとき，お客さまの所在が

不明である等のお客さまが機材を返還できないと

当社が認めるときは機材１台あたり違約金３００

００円をお支払いいただきます。 

◆申入れ内容 

消費者契約法第９条第１号，第１０条に適合す

るよう改めて下さい。 

◆申入れ理由 

使用期間に応じた違約金に変更された。 
14,000 円－（使用月数×240 円） 
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 Ｃネット東海の主な申入れ内容 回答（結果） 

 消費者契約法第９条第１号は，「当該消費者契

約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約

金を定める条項であって、これらを合算した額

が、当該条項において設定された解除の事由、時

期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費

者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均

的な損害の額を超えるもの 当該超える部分」に

ついて，無効とする旨定めている。 

 本契約が５年ほど継続した場合などは，機材

（ウォーターサーバー）の価値は相当程度減衰し

ているにもかかわらず，契約終了の時期などにか

かわらず，違約金を一律に３万円と定める規定

は，平均的な損害を超える違約金の定めであり，

消費者契約法第９条第１号に違反して無効であ

る。 

また，上記規約は，契約期間が満了した場合に

おいて，契約期間の年数にかかわりなく違約金を

一律に定めており，機材（ウォーターサーバー）

の価値が相当程度減衰している場合であっても，

一律に違約金を支払う必要があるところ，会社に

現実の損害が発生していない場合であっても，機

材代金として３万円を請求するものであり，民法

の規定に比して消費者の義務を加重するもので

あり，かつ，信義則に反して消費者の利益を一方

的に害するものであり，消費者契約法第１０条に

違反して無効である。 
４ ホームページについて 

◆申入れ内容 

最終申込み画面において，購入代金総額を表示

してください。 

◆申入れ理由 

 特定商取引法第１２条の６第１項第２号は，

「販売業者又は役務提供事業者は、当該販売業者

若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの

委託を受けた者が定める様式の書面により顧客

が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提

供契約の申込み又は当該販売業者若しくは当該

役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた

者が電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法により顧客の使

用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に

最終申込画面において，商品の購入代金の

総額や期間について説明するページが追

加された。 
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 Ｃネット東海の主な申入れ内容 回答（結果） 

従つて顧客が行う通信販売に係る売買契約若し

くは役務提供契約の申込み（以下「特定申込み」

と総称する。）を受ける場合には、当該特定申込

みに係る書面又は手続が表示される映像面に、次

に掲げる事項を表示しなければならない。」「当該

売買契約又は当該役務提供契約に係る第十一条

第一号から第五号までに掲げる事項」と定めてい

る。 

 定期配送は，１回の配送につき４０５０円が最

低でもかかり，２年ないし５年の定期購入の場合

の最低購入金額は決められているのであるから，

最終申込み画面において，商品の購入代金の総額

（特定商取引法第１１条１号）や，購入する期間

（同条３号）などを具体的に表示する必要があ

る。 

 それにもかかわらず，最終申込み画面には，購

入期間や購入代金総額が記載されておらず，特定

商取引法第１２条の６第１項第２号に違反して

いる。 

 

 


